
（平成２５年８月２１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東北地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

厚生年金関係 15 件



東北（岩手）厚生年金 事案 3079 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける申立期間の標準賞与額に係

る記録を平成 15 年７月 31 日は８万 4,000 円及び同年 12 月 30 日は 10 万

4,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 31 日 

② 平成 15 年 12 月 30 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②の申立人に係る標準賞与額の記録について、申立人が

所持する賞与明細書及び申立人に係る通常貯金預払状況調書等により、申

立人は、平成 15 年７月 31 日は８万 4,000 円及び同年 12 月 30 日は 10 万

4,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によりそれぞれ賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａに照会しても回答が無く、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3080 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による

と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に



Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から７万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

、



東北（宮城）厚生年金 事案 3081 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは９万

8,000 円、同年５月は 12 万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 



なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による

と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは９万 8,000 円、同

年５月は 12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3082 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは７万

6,000 円、同年５月は７万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは７万 6,000 円、同

年５月は７万 2,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3083 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資

格喪失日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を８万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により控除さ

れていたと認められることから、申立人のＢ株式会社における資格取得日

に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を６

万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日まで 

          ② 昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録は無い

との回答を受けた。 

申立期間①及び②は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事

した。時期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続し

て勤務した。 

当時の源泉徴収票及び給料支払明細書によれば、昭和 54 年５月 21 日

にＢ株式会社に就職したことになっており、両社の給与から厚生年金保

険料が控除されているので、申立期間①及び②について厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の記録、申立人が所持する給料支払明細



書及び昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票並びに複数の同僚の証言から、

申立人は、申立期間①において株式会社Ａに継続して勤務し、当該期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、上記源泉徴収票によると、申立人は、昭和 54 年５月 20 日まで株

式会社Ａに在職していたと認められることから、申立人の同社における資

格喪失日を同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係

る事業所別被保険者名簿及び上記源泉徴収票並びに給料支払明細書におい

て確認又は推認できる厚生年金保険料の控除額から、８万円とすることが

妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

なお、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は不明としているが、株式会社Ａに係る事業

所別被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53

年 12 月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日

に受理されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日

までの期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしてい

るにもかかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなか

ったと認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間①

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、雇用保険の記録、申立人が所持する給料支払明細

書及び昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票並びに複数の同僚の証言から、

申立人は、Ｂ株式会社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、上記源泉徴収票によれば、申立人は、昭和 54 年５月 21 日にＢ株

式会社に就職したと認められることから、申立人の同社における資格取得

日を同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ株式会社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票及び上記給料支払明細書において確

認できる厚生年金保険料の控除額から、６万 4,000 円とすることが妥当で

ある。 



一方、オンライン記録及び事業所番号等索引簿によれば、Ｂ株式会社が

厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 54 年６月１日であり、申立

期間②当時は厚生年金保険の適用事業所となっていないものの、同社の商

業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は同年５月 18 日であることが確

認できる上、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとしてい

ることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たして

いたものと判断される。 

なお、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適

用事業所の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の

届出を行っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3084 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは７万

6,000 円、同年５月は５万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは７万 6,000 円、同

年５月は５万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3085 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による

と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に



Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から７万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3086 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは７万

6,000 円、同年５月は６万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは７万 6,000 円、同

年５月は６万 8,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

、



東北（宮城）厚生年金 事案 3087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは７万

6,000 円、同年５月は７万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは７万 6,000 円、同

年５月は７万 2,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3088 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは９万

2,000 円、同年５月は 11 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生

住    所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは９万 2,000 円、同

年５月は 11 万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3089 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは８万円、

同年５月は７万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは８万円、同年５月

は７万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3090 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは７万

6,000 円、同年５月は６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による



と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは７万 6,000 円、同

年５月は６万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日及

びＢ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和 54 年５月 21 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 53 年 12 月から 54 年４月までは８万円、

同年５月は６万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年６月１日まで 

年金事務所から、申立期間の厚生年金保険の加入記録は無いとの回答

を受けた。 

申立期間は、株式会社ＡのＣ事業所に勤務し、Ｄ業務に従事した。時

期は記憶に無いが、会社がＢ株式会社に変更された後も継続して勤務し

たので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立

期間について、株式会社Ａ及びＢ株式会社に継続して勤務していたことが

認められる。 

また、申立人と同様に昭和 53 年 12 月 21 日に株式会社Ａにおいて厚生

年金保険被保険者資格を喪失し、54 年６月１日にＢ株式会社において被

保険者資格を取得している同僚が所持する給料支払明細書及び昭和 54 年

分給与所得の源泉徴収票によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが認められることから、申立人についても、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 



なお、前述の同僚が所持する昭和 54 年分給与所得の源泉徴収票による

と、当該同僚は同年５月 20 日まで株式会社Ａに在職し、同年５月 21 日に

Ｂ株式会社に就職したことが確認できることから、申立人の株式会社Ａに

おける資格喪失日及びＢ株式会社における資格取得日についても、当該同

僚と同じく同年５月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

事業所別被保険者名簿及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票の記録から昭和 53 年 12 月から 54 年４月までは８万円、同年５月

は６万 4,000 円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、株式会社Ａ

は、昭和 54 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ものの、同社の商業登記簿謄本によれば、同年３月 31 日以降も閉鎖又は

解散しておらず、複数の同僚は常時５人以上の従業員が勤務していたとし

ていることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたものと判断される。 

また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によれば、Ｂ株式会社

は昭和 54 年６月１日に厚生年金保険の新規適用事業所となっており、同

年５月 21 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないものの、同社の商業登記簿謄本によれば、会社設立年月日は

同年５月 18 日であることが確認できる上、複数の同僚は常時５人以上の

従業員が勤務していたとしていることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54 年５月 21 日までの

期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、株式会社Ａの事業主は不明としているものの、同社に係る事業所別

被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪失日（昭和 53 年 12

月 21 日）に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届が 54 年１月８日に受理

されていることが確認できる上、同年３月 31 日から同年５月 21 日までの

期間においては、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしているにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち昭和 54 年５月 21 日から同年６月１日までの期間

の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については

Ｂ株式会社の事業主は、当該期間において、厚生年金保険法の適用事業所

の要件を満たしているにもかかわらず、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

、



東北（秋田）厚生年金 事案 3092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）Ｃ支社における資格取得日に係る記録を昭和 51 年２月 28 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 16 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年２月 28 日から同年３月１日まで 

私の夫は、Ａ株式会社に入社して以来、昭和 60 年３月に退職するま

で継続して勤務していたが、51 年２月 28 日付けで同社本社から同社Ｃ

支社に転勤した際の申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無かった。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂから提出された在籍期間証明書及び雇用保険の被保険者記録

から判断すると、申立人がＡ株式会社に継続して勤務し（昭和 51 年２月

28 日にＡ株式会社本社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｃ支社

における厚生年金保険被保険者原票の記録から、16 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、株式会社Ｂは保険料を納付したか否かについては不明

としているが、同社Ｃ支社が保管していた申立人の申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書における資格取得



日が昭和 51 年３月１日となっていることから、事業主が同日を資格取得

日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年

２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）Ｃ支社における資格取得日に係る記録を昭和 51 年２月 28 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 11 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年２月 28 日から同年３月１日まで 

私は、昭和 45 年１月にＡ株式会社に入社して以来、現在も継続して

勤務しているが、51 年２月 28 日付けで同社本社から同社Ｃ支社に転勤

した際の申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無かった。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂから提出された在籍期間証明書及び雇用保険の被保険者記録

から判断すると、申立人がＡ株式会社に継続して勤務し（昭和 51 年２月

28 日にＡ株式会社本社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｃ支社

における厚生年金保険被保険者原票の記録から、11 万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、株式会社Ｂは保険料を納付したか否かについては不明

としているが、同社Ｃ支社が保管していた申立人の申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書における資格取得

日が昭和 51 年３月１日となっていることから、事業主が同日を資格取得

日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年

２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 




